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久保田明人

１ 事実経過

  昭和４１年７月  「外環の２」都市計画決定（「外環本線」とともに）

（昭和４５年１０月 「外環本線」とともに凍結）

（平成１９年４月  「外環本線」計画の変更決定（大深度地下化））

  平成２４年９月  「外環の２」１キロ区間について、東京都の申請に対

して、関東地方整備局が事業認可（平成２４年９月２

７日関東地方整備局告示第３３５号）

  平成２６年１１月 「外環の２」都市計画変更決定

・「外環本線」の地下への移行部分にあたる練馬区の一区間について、「外環の

２」の重なる部分が事業認可された。

２ 裁判の概要

（１）事件番号等

事件番号２５年（行ウ）１６２。民事３部に係属

原 告 ： 練馬１キロ区区間の地権者と９キロ区間の近隣住民５名。

  被 告 ： 国

  参加人 ： 東京都

（２）請求の趣旨の概要

  「外環の２」の練馬区１キロ区間に対して行った事業認可を取り消す。

（３）事業認可の違法事由

＊ 問題の性格

道路開発か、地域住民の生活・コミュニティか

（必要のない道路開発ではないか）

住民の意向を踏まえての事業化が行われているのか

ア 違法な都市計画決定の事業認可は違法

  ① 「外環の２」は計画の前提となる重要な基礎事実を失っている。

     「外環の２」は、高架式「外環本線」の存在を前提としていたが、「外

環本線」地下化により高架式「外環本線」は地上からなくなったので、



「外環の２」整備の必要はなくなった。

※ 都市計画は、一定の基礎事実を前提として策定される（都計法１３

条）。

② 「外環の２」をつくることは、「外環本線」地下化の目的に反する。

     「外環本線」地下化の目的は、地上の「移転等の影響を極力小さく

する」ことにあるが、「外環の２」を広範な区間に整備すると「移転

等の影響」が大きく、「外環本線」地下化の目的に真っ向から反する。

※ 都市計画は、一体的・総合的に決める必要がある（都計法１３条）。

  ③ 必要性が認めれられない都市計画で適正でない

イ 事業認可（１キロ区間）の違法

  ④ 都市計画と同一性のない事業認可。

     「外環の２」計画は道路計画であるが、事業認可の計画は、大部分

を緑地とする（道路は片側１車線のみ）。道路と緑地は別の都市施設

であり、道路計画を緑地に流用することは許されない。

     （「緑地」に関する手続的な議論は行われていない。）

※ 都市計画法は都市施設ごとに手続きを求めている。

  ⑤ 必要性のない事業認可

     １キロ区間の大部分は「外環本線」計画地と重なる。

     「外環本線」計画のなかに最小限の地上部街路の整備も本来含まれ

ており、これに加えて、「外環の２」を整備する必要はない。

※ 都市計画法は「適切な規模」等を求めている。

⑥ 「外環本線」地下化の目的に反する。

     計画内容は、幅員４０メートル以上を道路及び緑地とするものであ

り、広範に「移転等」を求めるものとなっている。

  ⑦ 費用対効果が認められない。

  ⑧ 内容不確定の事業の一部事業化は違法である。

     「外環の２」計画は、廃止も含めて見直しが行われている。このよ

うな内容が確定していない計画の一部を事業化することは違法

※内容が確定していない、変更すべき都市計画であるにもかかわらず、一部

分を切り取って事業化していくことを許してよいのか。

※事業認可判断の際に、事業認可権者は都市計画の適法性を判断しなくてよ

いのか。

※都市計画に広範な行政裁量を許すのか

以 上


